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生活情報 

年金保険料免除申請のご案内 
　７月から、平成２５年７月分～平成２６年６月
分の国民年金保険料免除申請が始まりました。 
　国民年金には、経済的な理由等で国民年金
保険料を納付することが困難な場合には、保
険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除

制度」や「若年者（３０歳未満）納付猶予制度」
があります。保険料が未納のままだと、老後
の年金だけでなく、若いときにも支給される
障害基礎年金などが受けられない場合があり
ます。 

問い合わせ／大田原年金事務所　　（22）6313 
　　　　　　矢板市市民課　　　　（43）1117  　  （43）5962

免 除 期 間  

原則として毎年申請が必要です。 
年金手帳、認印と運転免許証など身分がわかるものをお持ちください。 

申 請  

必要なもの  
申請年度または前年度に退職（失業）した場合は、雇用保険受給資格者証など
の写しが必要になります。配偶者・世帯主が失業した場合も対象となります。
詳しくはお問い合わせください。 

平成２５年７月分～平成２６年６月分まで 
ただし、平成２５年７月に申請する場合は、平成２４年７月分～平成２５年６月分ま
での期間（前一年間分）についても申請することができます。 

問い合わせ／塩谷郡市医師会 　028（682）3518  

ご意見、ご質問、取り上げてほしい病気などありましたら、〒329
－1312さくら市桜野1319－3さくら市氏家保健センター内 
塩谷郡市医師会までお便りをお寄せください。 

塩谷郡市 
医師会 
リレーコラム 
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